
 

資料② 
 

意 見 交 換 資 料 
 
 
以下のテーマに関する企業の実態や今後行政に必要な取組みなど、皆様の
意見をお伺いします。 
 
 
１． 働き方改革について 

「ニッポン一億総活躍プラン」では労働力不足の解消のため、長時間労働
の是正や女性の社会進出の推進等、「働き方改革」の必要性が示されていま
す。本市においても、職員一人ひとりがやりがいや充実感を得ることができ
る生活環境をつくることが、市民サービスの向上にもつながると考え、「時
間外労働時間の縮減」や「男性職員の育児休暇取得の促進」等、ワークライ
フバランスの実現に向けた取組みを進めています。 
委員の皆様の職場等における事例を伺い、市の取組みの参考にさせていた

だきたいと考えています。 
 

 
 
 
２． 人材の確保・育成について 

県内の有効求人倍率は１．５倍を超え、どの企業でも人材の確保と育成が
急務とされています。本市においても、組織の活性化や職員力の向上を図る
ため、「職員採用試験へのＳＰＩ（企業の採用試験などに用いられる総合適
性検査）の導入」や「職員研修の充実」等の取組みを進めています。 
委員の皆様の職場等における事例を伺い、市の取組みの参考にさせていた

だきたいと考えています。 
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